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はじめに 

 

電気通信は国民生活に欠くことのできない社会的なインフラとなっており、近年では、

携帯電話やインターネットをはじめとする新たな電気通信サービスの普及が急速に進

展し、国民一人一人が多様で便利なコミュニケーションツールを活用することが可能と

なっている。 
 

多様な電気通信サービスにより日常生活の利便性が向上する一方で、その利便性を逆

手にとって他人に迷惑を及ぼすような不適正利用による問題も深刻化している。具体的

には、これまでも、無言電話、わいせつ電話、中傷電話、悪質な勧誘電話などの迷惑電

話が問題となってきたほか、インターネット上の権利侵害情報の流通や迷惑メールの大

量送信、インターネットでウェブサイトを閲覧中に利用者が気づかないうちに国際電話

につながり国際電話料金を請求されるケースなどが社会的に大きな問題となってきた。

さらに、昨年来、着信履歴にコールバックさせて有料の音声サービス等を聞かせること

を目的として大量の不完了呼を発生させる「ワン切り」が問題視されてきたが、本年７

月にはワン切りにより電気通信事業者のネットワークに障害が発生し、長時間にわたり

電話回線が広範囲に麻痺するという状況が生じるなど深刻な被害が発生している。電気

通信が社会にとって不可欠なインフラとなっている中で、こうした状況に早急な対応を

求める声が高くなっている。 
 

本研究会では、平成１４年８月から、我が国における迷惑通信の実態、諸外国におけ

る状況及び対応策等の把握を行い、迷惑通信の中でも特にその対応が喫緊の課題となっ

ているワン切りへの対応に必要な方策の検討を行ってきた。本研究会の検討結果が、安

心して電気通信を利用できる環境の整備のために、行政や電気通信事業者による取組に

活用されることを大いに期待するものである。 
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１ 迷惑通信の現状 

 

(１) 迷惑通信とは1 

情報通信技術の進展に伴う電気通信メディアの普及・発展は著しく、国民が多様か

つ便利なコミュニケーション手段を用いることが可能となっている。多様な電気通信

メディアは、国民生活に大きな利便性をもたらしている反面、この利便性を逆手にと

って、他人に迷惑を及ぼすような方法や内容での通信（いわゆる「迷惑通信」）を行

うことも可能にし、近年これらの問題が社会問題化するケースが増大している。 

 

ア 電気通信による主な情報流通手段としては、①ウェブページや電子掲示板等多数

の者にあてて送信されるもの、②電話、ファクシミリ、電子メール等特定者向けに

送信されるものがある。このうち、特定の者に対して送信する形態で行われる情報

流通手段は、次のような特質を有していると考えられ、これらの特性を利用した迷

惑通信が行われやすいといえる。 

 

(ｱ) 発信者の優位性 

例えば電話については、受信者にとって、誰がどのような用件で電話をかけ

てきたかは電話に出るまでわからないことが多く、また発信者の都合により通

話が開始されること 

 

(ｲ) 匿名性、無記録性 

現在普及している電気通信メディアでは、一般に相手の顔が見られず、自ら

の情報を告知しないでもコミュニケーションが可能であり、また記録物が残ら

ない場合が多いこと 

 

(ｳ) 密室性 

電話、電子メール等は、自分の欲する相手と直接コミュニケーションを取るこ

とが意識されており、その内容は第三者に知られない性質のものであること 

 

(ｴ) 即時直接性 

表現行為が即時かつ直接に相手先に伝達されること 

 

イ 迷惑通信が、特定の者に対して送信する形態で行われる場合、これに対する対応

                                                  
1 これまで、総務省（旧郵政省）では、「迷惑電話対策研究会議報告書」（昭和５５年１月）、「電気通信事

業における個人情報保護に関する研究会報告書」（平成３年１０月）、「情報通信の不適正利用と苦情対

応の在り方に関する研究会報告書」（平成１１年２月）等で迷惑電話への対応に関して議論を行ってきた。 
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を検討するに当たって、次のとおり２つのケースに分類することができる。 

 

(ｱ) 通信内容が迷惑とされる場合 

営利を目的とする電話（勧誘電話、セールス電話等）、営利を目的としない電

話（無言電話、中傷電話、脅迫電話等）の双方について、その通信内容が不快

であったり違法であるもの2 

 

(ｲ) 通信方法が迷惑とされる場合 

「夜中に何度も電話がかかってくる」、「勧誘電話を断ったのに、しつこく電

話がかかってくる」、「全く知らない者から電子メールが着信して料金まで徴収

される」といったものがあり、これらは、通信によって伝達される内容を別と

しても、通信の方法により受信者側の生活の平穏を害したり、電気通信ネット

ワークの輻輳を生じさせて電話をつながりにくくしたりするなどの迷惑・被害

を生じさせているもの 

 

(２) これまでの対応 

  迷惑通信に関しては、これまで主として受信者側が自衛策を講じることができるよ

うなサービスを電気通信事業者が提供するという方法で対応が行われてきたほか、一

部取引の適正化の観点からの法的規制も行われている。 

 

ア いたずら電話、嫌がらせ電話等 

無言電話、わいせつ電話、中傷電話など、いたずらや嫌がらせを目的とした迷

惑電話は、電話が広く普及して以来、迷惑通信の問題として常に存在してきたも

のであるが、これら迷惑通信に対しては、電気通信事業者により提供される各種

サービスによって一定の防止効果が得られている。 

 

(ｱ) 迷惑電話おことわりサービス 

ＮＴＴ東日本・西日本では、単一の会社であった平成６年８月から、迷惑電

話を直接受けずに、自動音声で応答する「迷惑電話おことわりサービス」の提

供を行っている。これは、迷惑電話を受けた直後に、電話機から登録操作する

ことにより、その後同じ電話番号からの着信に対して、自動的にメッセージで

                                                  
2 個別の通信の内容については、憲法上の権利（表現の自由、通信の秘密）として保護され、原則として

国がそれに介入し、規制すべきものではないことから、通信内容の迷惑性について対応策を検討する場

合には、受信者側における選択を可能とするような技術的対応を中心とするなど、相当の配慮が必要で

ある。一方、通信方法についての規則は、内容に関する規制ほど厳格に考えられる必要はないが、その

場合であっても規制の必要性や他に取り得る手段の有無について十分な検討が必要である。 
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応答するもの3であり、特定の者からの迷惑通信にはかなりの効果が期待できる

対策であるため、他事業者においても採用されている。しかし、通話の直後に

登録する必要があること、発信者が電話番号を変更して架電してきた場合には

再度登録する必要があること、登録数が最大３０件と限られていること、有料

サービスであること、被害者には相手方の情報が全くわからないといった限界

もある。 

 

(ｲ) 発信者番号通知サービス 

ＮＴＴ地域会社では、平成１０年２月から、「発信者番号通知サービス」を提

供している4。発信電話番号の表示には、当該サービス対応の電話機又はアダプ

タ等が必要になるが、電話に出る前に発信者を推察することが可能となること、

非通知設定の電話には応答しないという判断も可能になること5から、迷惑通信

への有効な対策となっている。なお、平成１４年７月から、発信者番号ととも

に発信者名も通知する「発信者名通知サービス（ネーム・ディスプレイ）」も開

始されている。 

 

イ 悪質な勧誘電話 

受信者を取引関係に引き込むことを目的とした勧誘電話については、商取引規

制の観点から、平成８年に訪問販売法（現在の「特定商取引に関する法律」）が改

正され、電話勧誘販売について、同法の規制の対象とし、書面交付義務、クーリ

ング･オフ、勧誘行為の規制（不実告知、威迫・困惑行為の禁止）等を課すことと

した。 
 

（参考）その他の勧誘電話等による迷惑 

上述の勧誘電話の他、「電話に出ると、あらかじめ録音された人の声か、機械によ

り合成された勧誘等の音声が流れる」という勧誘電話に関する苦情も報告されてい

る6。これは、顧客の電話番号等を入力した顧客情報データベースからコンピュータ

が自動発信し、電話に出た顧客のみに事前に録音した音声等を流しているものが多

いと考えられる。こうした電話は欧米では広く規制の対象となっている（後述の２

参照（１５ページ以下））が、我が国では、現在のところ法的規制の対象とはなって

                                                  
3 登録方法は、迷惑電話を受けた直後に、いったん電話を切り、受話器をあげて「１４４」に続けて、「２」

をダイヤルする。登録後は、自動メッセージでの応答中、発信者に通話料が課金される。 
4 「通常通知」に設定している場合は、発信者が電話番号を通知したくないときには、相手の電話番号の

前に「１８４」をつけてダイヤルすると、その通話に限り電話番号は通知されない。また、「通常非通知」

に設定している場合は、相手の電話番号の前に「１８６」をつけてダイヤルすると、その通話に限り、

電話番号が通知される。 
5 電話機の設定によっては、「非通知設定」でかけてきた電話の着信そのものを拒否することもできる。 
6 「電気通信と消費者保護に関する研究会報告書」（総務省（旧郵政省）平成７年８月） 
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いない。 
 

ウ 迷惑メール 

電子メールが普及する一方で、望まない相手からの大量の広告宣伝メールの受信

が急増して個々の受信者の負担となるほか、他の電子メールの送受信も遅延するな

どの事象も発生し、大きな社会問題となった。この状況を踏まえて、平成１４年４

に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（特定電子メール法）」が成立

し、同年７月１日から施行されている。 
 

同法は、その受信について同意している者等以外の者に対する広告・宣伝を目的

とするメールの送信について、①一定の表示義務、②受信を拒否する旨の意思表示

をした者に対する再送信の禁止（オプト・アウト）、③大量の架空アドレスを生成

するソフトウェアを用いた送信の禁止、④違反者に対する総務大臣の措置命令7、

⑤措置命令に従わなかった場合の罰則等を規定している。また、宛先として架空電

子メールアドレスを含む大量のメールが送信された場合であって、電気通信役務の

提供に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、第一種電気通信事業

者は電気通信役務の提供を拒むことができるとされた。なお、平成１４年４月１９

日に「特定商取引に関する法律」が改正され、通信販売、連鎖販売取引（いわゆる

マルチ商法）、業務提供誘引販売取引（いわゆる内職商法・モニター商法）に係る

宣伝・広告メールについては、同法によっても、表示義務、受信拒否の意思表示を

した者に対する再送信の禁止等が定められている。 
 

総務省では、特定電子メール法に基づき特定電子メール送信適正化業務を行う指

定法人として、（財）日本データ通信協会を指定している。同協会では、迷惑メー

ル相談センターを開設し、迷惑メール関連の情報を収集・調査すること等により、

総務省とも連携しつつ迷惑メール問題の改善に取り組んでいるところである。 

 

                                                  
7 その他、総務大臣による報告聴取等も行い得ることとされている。 
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(３) 新たな迷惑通信（ワン切り）の発生 

 

ア ワン切り問題の発生 

(ｱ) 平成１３年１１月頃から、主として携帯電話端末の着信履歴表示機能を悪用し、

呼出し音を１度だけ8鳴らしてから回線を切断して意図的に不完了呼（ワン切り

の場合は、相手先の応答前に発信を取りやめることを指す）を発生させ、利用者

に端末に表示された電話番号あてにコールバックさせることにより事前に録音

したわいせつな音声等の番組を有料で聞かせるという迷惑電話（ワン切り（図１

参照））に関して、電気通信事業者、総務省、国民生活センター等の相談窓口に

対する苦情・相談が増加し、社会問題化しているところである。 

 

 
送信者 

（ワン切り業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者 
①ワンコールで切る

アダルト音声 

有料番組 

異性紹介 ②着信履歴を見て 

コールバック 

③案内テープに従
いさらに進むと
有料番組へ 

 
 
 

図１ ワン切りの仕組み 
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8 最近は、２回鳴らして切る「ツー切り」や、利用者が電話を取るといきなり有料番組が流れる「ノン切

り」といった形態の迷惑通信もあると報道されている。 



(ｲ) 総務省（電気通信消費者相談センター）や首相官邸に寄せられた苦情・相談の

うち、ワン切りに関する相談は以前にはほとんどなかったが、平成１３年１１月

頃から極めて大幅に増加してきている9（図２参照）。 
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１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

総務省・官邸ご意見
ﾒｰﾙ

総務省電気通信事
業者相談ｾﾝﾀｰ

 
図２ 総務省及び首相官邸に寄せられたワン切りに関する苦情・相談件数 

 

一方、総務省が、電話・インターネット等の電気通信サービスに関心がある満

２０歳以上の１０００人に対し、平成１４年８月に実施した「電気通信サービス

モニターアンケート」によると、①「ワン切りはここ１年間増加傾向にある」と

の回答が５５％、②「ワン切りについて『非常に迷惑』又は『やや迷惑』と感じ

ている」との回答が８４％となっている（図３・図４参照）。 

春頃までは増
加傾向にあっ
たが、春以降
は沈静化して

いる
18%

ここ１年横ば
い又は減少傾

向にある
15%

その他
12%

ここ１年間増
加傾向にある

55%
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67%

役に立つ
0%

不明
3%どちらともい

えない
1%

受信したこと
がない
10%

迷惑と感じな
い

2%

やや迷惑
17%

 図３ ワン切りの増減についてどのように受け止めているか。 図４ ワン切りを迷惑と感じる度合いは。
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9 また、移動体通信事業者に寄せられたワン切りに関する苦情・相談は、平成１３年度が約１０．４万件

であり、平成１４年度は４月から８月の間で約４万件に上っている。 



また、③ワン切りをどのように予防しているか（複数回答可）については、何

らかの自衛策を講じているとの回答が２４．５％（合計値）ある一方で、「予防

策を知らない」との回答が４６．４％など、ワン切りの予防策について、必ずし

も広く知られていない結果となっている（図５参照）。さらに、④ワン切りに対

して、どのような対応を望むかについては（複数回答可）、半数以上の方から、

「現行法により悪質な業者を警察に取り締まってもらいたい」、「電気通信事業

者による迷惑通信予防サービスを充実してもらいたい」、「新たな法を整備して

もらいたい」といった回答が寄せられ、ワン切りについて、総合的な対応策を求

める声が多い（図６参照）。 
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6.0%

2.8%

4.1%

20.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1.電気通信事業者が提供する迷惑な通信防止サービスや端末の設定で自衛する

2.電話番号を変える

3.当該電気通信サービスの契約を解除する

4.電気通信事業者に相談する

5.警察に相談する

6.行政に相談する

7.予防策を知らない

8.その他

3.7%

59.2%

62.4%

10.4%

61.2%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1.特になし

2.電気通信事業者による迷惑通信予防サービスを充実してもらいたい

3.電気通信事業者による約款改正で充分

4.現行法により悪質な業者を警察に取り締まってもらいたい

5.行政による新たな法を整備してもらいたい

6.その他

 

図５ ワン切りをどのように予防しているか。

図６ ワン切りに関しどのような対応を望むか。
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(ｳ) 電気通信事業者に寄せられたワン切りに関する問合せの内容を見ると、「深夜

の着信が非常に不愉快である」、「ワン切りそのものが来ないようにしてほしい」、

「ワン切りの抑止を移動体通信事業者側でできないのか」、「具体的な対策はな

いのか」、「コールバックしてしまったが大丈夫か」、「業者から料金の請求が来

たがどうすればよいか」といったものがあり、ワン切りを受信すること自体、そ

の通信方法に関するものが相当数を占めることがわかる。 

 

(ｴ) 平成１４年７月１５日及び同月２９日に、ＮＴＴ西日本管内において、通信量

の異常な増大により、中継交換機に輻輳（通信が一か所に込み合うこと）が発生

し、大阪府下等の約５００万回線の電話が一時利用しにくくなるという事態が生

じた。 
 

ＮＴＴ西日本の調査により、原因は、一般的に通信量が最も多くなる時間帯で

あったことに加えて、特定の契約者回線から大量の不完了呼が発信されたことに

よるものであることが判明した。 
 

（参考）ワン切りが電気通信ネットワーク障害を引き起こすメカニズム 
一般に電話をかける場合には、まず、発信者が受話器をあげて発呼信号を流し、

加入者交換機に接続する。加入者交換機は、発信者がダイヤルした電話番号から、

受信者側の加入者交換機を識別し、受信者側の加入者交換機において、受信者に

対し呼出信号を送出することにより、受信者側電話機のベルが鳴る。受信者が電

話を取ると、電話機から応答信号が送られる。加入者交換機に接続された以降の

作業はすべて共通線における信号のやりとりによって行われ、応答信号の発信に

より、発信者と受信者の加入者回線を接続するために交換機の通話路が形成され、

初めて通話が可能となる仕組みである。 
 
通常の呼、すなわち完了呼の場合にも上記の各信号が共通線を伝達されるが、

通話が続く間は信号の伝達はないことから、各信号の処理に一定の間隔が開くこ

とになる。 
 
一方、意図的な不完了呼には、①発信者側の加入者交換機からは、呼処理信号

の送信のみ行われ、中継線を閉塞するわけではないため、加入者交換機レベルで

呼の受付が拒否されることなく、信号中継交換機に対しいわば無制限に呼処理信

号が送信されること、②機械的な不完了呼が送信されると、数秒の間に呼出信号

及び切断信号の処理を行わねばならず、完了呼のように通話中は信号が出されな

いといった間隔がないこと、③不完了呼の量が大量であることから次々と処理さ

れるべき信号が発信されること、といった特徴を有する。よって、大量の不完了

呼が発信された場合には、加入者交換機からの呼を集約する中継交換機に大量の
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呼処理信号が集中し、大規模な輻輳という事態が生じることとなる。 
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②加入者交換機から大量の呼

処理信号が信号中継交換機
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加入者 

⑦大量の呼処理信号により、他の交換機の共通

線信号処理も既に輻輳気味であり、1つの交換

機が輻輳状態になった時点で他の交換機も連

鎖的に輻輳状態となる。 

中継交換機  
①加入者から機械的な大量の

不完了呼が発信される。 
 

：信号呼

（ＮＴＴ西日本の資料による） 

 

 図７ 平成１４年７月に起きた大阪における輻輳のメカニズム 

 

平成１４年７月の大阪における輻輳は、中継交換機において、以下の過程を経

て発生した。すなわち、ワン切り業者が発生させた大量の呼処理信号が、加入者

交換機から信号中継交換機を経由して中継交換機Ａに送出され、中継交換機Ａの

信号処理が輻輳状態となった。そのため、信号中継交換機が当該加入者交換機に

対し、中継交換機Ａに係るオーバーフロー信号を送出したため、加入者交換機と

中継交換機Ａとの間の回線が閉塞された。この際、自動的に他の中継交換機Ｂ、

Ｃ等に迂回する措置が講じられるが、ワン切り業者からの大量の呼処理信号の送

出により、既に他の中継交換機も輻輳ぎみであったことから、さらなる呼処理を

要求された他の中継交換機も次々と輻輳し、最終的には大阪府下の約５００万回

線を巻き込んで大規模な輻輳が生じることとなった。 
 

イ ワン切りに関するこれまでの対応 
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(ｱ) 利用者へのワン切り対応策の周知 

総務省や電気通信事業者において、政府広報、報道発表、ホームページ等を通

じ、利用者側がワン切りの受信及びコールバックにより被害を受けないよう講ず

るべき自衛策として以下のような点について周知を図っている。 
 

・見覚えのない着信履歴にはコールバックしないこと 

・コールバックせざるを得ない場合には、自分の電話番号情報が非通知になる

ようにして電話をすること 

・一度かかってきたワン切りの電話番号については、着信音を鳴らさないよう

に携帯電話等受信者の端末（以下、「受信者端末」という。）で設定すること 

・コールバックしてしまった場合でも、音声サービスの提供を受けなければ料

金が発生することはないので、万一ワン切り業者から電話がかかってきても、

住所、氏名等の個人情報は絶対に教えないこと 
 

 なお、携帯電話が低年齢層から高齢層に至るまで広く普及していることから、

受信者端末の機能の活用（指定番号着信拒否や着信音の工夫など）等を含め、こ

れら利用者側の自衛策のわかりやすい周知を総務省や電気通信事業者において

常に意識して行っていく必要があろう。 
 

(ｲ) ＮＴＴ東西の契約約款の変更 

平成１４年８月１日、ＮＴＴ東日本・西日本は、ワン切りによる輻輳への対策

として、故意に多数の不完了呼を発生させた契約回線の利用停止等を盛り込んだ

契約約款の変更に係る認可申請を行い、同月２日、総務大臣により認可された。 
 

変更の主な内容としては、「電話サービス契約約款」及び「総合ディジタル通

信サービス契約約款」において、以下を規定することとした。 
 

・特定の契約者回線から、故意に多数の不完了呼が発信され、輻輳が生じるお

それがある場合に、その契約回線の利用の停止 

・当該契約者回線から同様の行為が繰り返される場合は、その契約者回線の契

約を解除 

・新たな契約に当たっては、その申込者が同様の行為を行うおそれがある場合

には、その申込みを承諾しない 
 

(ｳ) 利用者の端末で設定可能な自衛策の導入 

携帯電話・ＰＨＳ端末には、指定番号着信拒否・許可の機能が概ね実装されて

いるほか、ステップトーン（呼出音が徐々に大きくなる着信音）、着信の際鳴動

していた時間を着信履歴に表示する、といった端末で設定可能な機能も一部機種
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で活用可能となっている。これらはワン切りの着信による迷惑への自衛手段とし

て有効であると考えられることから、移動体通信事業者において、当該機能の周

知を図っている。 

 

(４) 新たな迷惑通信への対応 

 

ア 新たな迷惑通信の特徴 

迷惑通信のうち、迷惑メール及びワン切りは、コンピュータ等を用いて、機械的

かつ自動的に大量の発信行為が行われているものがほとんどであると考えられる。

このように、近年新たに発生した迷惑通信は、①手動での送信では起こりえないよ

うな大量の宛先不明メール又は不完了呼を処理するため、電気通信事業者のサーバ

又は交換機等の電気通信設備に過度の負荷がかかり、正常な通信を阻害する可能性

も高いこと、また、②受信者に対し、見知らぬ相手から望まないメールや電話が着

信することにより、広範な受信者の平穏な私的生活領域が侵害されるという点で問

題である。 
 

従来の迷惑通信（いたずら電話、嫌がらせ電話、悪質な勧誘電話等）は、②の特

徴は有するものの、①の特徴を有するものはなく、迷惑メール及びワン切りといっ

た新たな迷惑通信に固有の特徴ということができ、こうした観点から新たな対策が

求められているものである。 
 

また、ワン切りについては、これまで周知されてきた自衛策を講じたとしても、

従来のいたずら電話のような、特定の者からのみ繰り返し電話がかかってくる形態

の迷惑通信とは異なり、 
 

・ワン切り業者は多数存在すると見られ、また同一の業者が番号を変更してワン

切りをかけてくる可能性もある。このため、迷惑電話おことわりサービスや指

定着信拒否機能などといった、これまでの迷惑通信への対応を目的としたサー

ビスや機能では対応に限界がある 

・ワン切り業者は、プログラム等により、数字を電話番号として利用可能なよう

に自動的に組み合わせたリストを作成するなどして、大量の発信行為を行って

いる場合があると考えられるため、こうした場合には利用者が自己の番号を変

更しても対処できない 
 

といった新たな問題点があり、現在提供されている迷惑通信の対応策では自衛には

限界がある。 

 

イ 新たな対応の必要性 
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電気通信は、国民生活にとって今や不可欠のものである。しかし、ワン切り等の

新たな迷惑通信によって、交換機やサーバに輻輳が生じるなど、利用者一般の正常

な通信が阻害され、ひいては電気通信サービスが利用できなくなるという危険が発

生している。そのため、利用者は安心して必要なときにコミュニケーションを行え

るという正当な利益の侵害に直面し、あるいはワン切りへの自衛手段として、受信

者端末の電源を落としたり、指定番号着信許可機能を利用することなどから、真に

必要な電話が受けられなくなる事態が生じるなど、国民の電気通信の利用に関して

支障が生じる事態ともなっている。 
 

新たな迷惑通信のうち、迷惑メールについては、平成１４年の通常国会で「特定

電子メールの送信の適正化等に関する法律」等が可決成立し、同法の円滑な施行や、

電気通信事業者による技術の開発・導入等により、その対策が進められているとこ

ろである。同様に、迷惑通信の新たな形態であるワン切りについても、制度的な対

応方策やさらなる技術的な対応方策等を総合的に検討し、実施していくことが急務

となっている。 
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２ 諸外国における迷惑通信への対応 

 

諸外国において、専らワン切りを対象にした法規制が行われている例は見あたらな

いが、迷惑通信への対応として「自動ダイヤリング・システム」（自動的に多数の電

話番号を蓄積・生成し、電話をかける装置）を用いて自動音声等を聞かせるテレマー

ケティング等に対する規制の例が相当数見られる（資料１）。我が国においては、こ

うしたマーケティング手法に関する問題が顕在化している状況にはないが、機械的に

番号を生成・蓄積した上で自動的に電話をかけるという点ではワン切りと類似してい

るといえる。また、ワン切り行為も規制可能である制度を導入している国もあるため、

以下、これらの規制について概観する。 

 

(１) 米国 

自動電話ダイヤリング・システムを利用し、あらかじめ録音した勧誘メッセージ

等を聞かせる形態のテレマーケティングに関して、ＦＣＣ（連邦通信委員会）等に

対して苦情を訴える消費者の数が相当数に上ったため、１９９１年１１月に電話消

費者保護法（The Telephone Consumer Protection Act）が制定され、米国通信法に

第２２７条が新設された。この規制を創設する背景・理由としては、①無制限なテ

レマーケティングは、プライバシー侵害となるおそれがあること、②緊急電話回線

や医療用通信がテレマーケティングに占有されると、公共の安全に対する危険とな

るおそれがあること、③消費者がこうした電話を回避する技術は一般的に利用可能

でないか、高額であるか、実効的である見込みがないか、消費者に余計な負担を課

すものであること等が挙げられている10。 
 

自動電話ダイヤリング・システムを使ったテレマーケティングでは、多くの場合、

合成音声あるいは事前に録音された音声が使用されるため、米国通信法第２２７条

においては以下の規定を置いている11。 
 

① 緊急目的のためになされる通話又は被呼者が事前に明示の同意を行ってい

る通話を除き、合成音声若しくは録音音声を使って緊急用電話回線、病院、保

健施設、老人ホーム等に対して通話を行うことを禁止 

② 通話が緊急目的のために発信される場合等を除いて、被呼者による事前の明

                                                  
10 このほか、制定当時の理由としては、①テレマーケティングに関し、３万以上の事業者、３０万人以上

の勧誘員により毎日１８００万人を超える相手方に電話をしており、１９９０年に４３５０億ドル（約

５６兆円）の市場規模で、過去６年間に４倍増加しているという実態、②多くの消費者は家庭への自動

ダイヤル電話や事前に登録したメッセージを聞かせる電話を迷惑と考えていること等が挙げられている。 
11 平成14年10月現在、FCCより電話消費者保護法及びFCCルール改正の必要性についてパブリックコメン

トが求められており、IT技術の進展に従ったオートダイヤラーの定義変更の是非や、勧誘電話の受信を

望まない利用者によるDo-Not-Callリストの有効性等について検討されている（11月18日コメント期限）。 
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示の同意なしに、メッセージを伝達するために、合成音声又は録音音声を使用

して、住宅電話回線に対して電話通話を発信することを禁止 
 

なお、第２２７条は米国各州がより制約的な州内要件若しくは規制を州法等によ

って課すること、又は自動ダイヤル装置の使用等を禁止することを妨げないとして

いることから（第２２７条(e)項）、各州でも自動ダイヤル装置等を用いた電話勧誘

行為について様々な規制を設けており、アメリカ５０州１特別区のうち８割以上で

規制されている（資料２・資料３）。 

 

(２) 欧州 

ＥＵ指令においても自動ダイヤル装置の規制が盛り込まれており、電気通信分野

プライバシー指令及び遠隔地契約指令に具体的規定がある。電気通信分野プライバ

シー指令は、ダイレクトマーケティング（ＤＭ）分野について、事前に同意を与え

ている利用者に対してのみ自動ダイヤル装置の使用を認める旨を規定している。遠

隔地契約指令も、自動ダイヤル装置を用いた電話又はファクシミリを利用する場合

には、消費者の事前の同意を必要とする規定を定めている（いずれもオプト・イン）。
12 

上記の指令を受けて、各加盟国は、以下のような規制を設けている。 

 

ア 英国 

１９９９年電気通信（データ保護及びプライバシー）規則第２２条で、ダイレク

トマーケティング目的では、自動ダイヤル装置を用いて公衆電気通信サービスを使

用し、又は使用させてはならないとの規制を設けており（ただし、契約者の事前の

同意がある場合を除く（オプト・イン））、違反者には５０００ポンド以下の罰金を

科している。13 

 

イ ドイツ 

不正競争防止法第１条14及びその解釈を示した最高裁判所の判例に基づき原則禁

止されており、消費者団体の差し止め請求権を認めている。このため、本件につい

て上記ＥＵ指令の国内法制化は行われていない。 
 

                                                  
12 なお、プライバシー指令の規制対象をＤＭに限っている理由としては、目的を限定せず一般に規制す

ることについては政治活動の自由や信教の自由との関係で配慮を行う必要があったためとされている

（当省調査による）。 
13 なお、自動ダイヤル装置を使用しないＤＭについてはオプトアウト規制が行われている。 
14 不正競争防止法第１条「業務上の取引において競争の目的をもって善良の風俗に反する行為をなす者に

対しては、差止め及び損害賠償を請求することができる。」 

15 



ウ フランス 
郵便電気通信法典において、自動ダイヤル装置を用いた電話又はファクシミリ装

置によるダイレクトマーケティングの実施についてオプト・イン規制を設けている

（２００１年７月規定追加）。なお、消費者法典においても、電話勧誘に関する同

様の規制が規定されている。 
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３ 今後の対応 

 

以下では、新たな迷惑通信のうち、現在社会問題化しており早急な対処が求められ

ているワン切りに絞ってその対応策を検討する。まず、検討の方向性について整理し

た上で、当面考えられる対応策を述べていくこととする。 

 

(１) 検討の方向性 

 

ア 対象となる通信 

これまで見てきたとおり、一般的にワン切り行為は、機械的に不特定多数の受信

者に対して発信行為を行い、着信後即時に発信者側から回線を切断するようなプロ

グラムを実装したコンピュータを回線と接続して行うものである。すなわち、ワン

切りとして捉えられる発信行為は、①機械を用いて多数の者に自動的に発信するも

のであること、②通話を目的とせずに電話をかけるものであること、③着信履歴を

残すことを目的としていることの３点が要件となったものということができる。 
 

ワン切りは営業に関する広告又は宣伝のため、できる限り多数の者に対して安価

に発信することを意図して行われるものであることから、①の機械的発信という特

徴が現れるものである。また、ワン切りを行う者は、自らの費用負担をできる限り

ゼロに近付けるため、現行の課金制度を逆手にとって、課金を免れるべく意図的に

不完了呼を生じさせるものであることから、②の通話を目的としないという特徴が

現れる。さらに、ワン切りを行う者は、端末に残された通信履歴を見た受信者がワ

ン切りとは知らずにかけ直すという誤導的な効果を狙って通信履歴を残すもので

あることから、③の特徴が現れるものである。15 

 

イ 対応策の検討の考え方 

効果的なワン切り行為への対策を講ずるためには、一つの措置で十分ということ

はなく、電気通信ネットワークの各段階で考えられる措置を総合的に講じる必要が

ある。このため、以下では想定される対応策を可能な限り提示するが、実効性を勘

案した上で可能なものから速やかに導入していくことが必要である。 

                                                  
15 検討の対象を以上の要件をいずれも満たす発信行為とした場合には、機械を用いない不完了呼の発信

（例えば仲間同士で合図等の手段として不完了呼の発信を行う行為）については通常①を満たさないこ

とから除外される。また、機械を用いて通話を行うことを目的とする通信（例えばテレマーケティング

業に携わる者が機械を用いて勧誘電話を発信する行為）については②を満たさないことから除外される。

さらに、顧客データベースに含まれる電話番号が使用されているかを確認するため、機械的に発呼を行

い、受信者端末には着信することなく交換機の応答の有無を調べる電話番号クリーニングについては③

を満たさないことから対象から除外されることとなる（なお、当該行為の当・不当の検討は本研究会の

目的から外れるため、詳細な検討は行わないものである。）。 
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以下では、まず、事業者側の対応について検討する。次いで、ワン切りへの制度

的対応方策について検討することとする。 

 

ウ 留意事項 

ＩＴ分野の急速な技術進歩やワン切り業者等の巧妙に法をすりぬけようとする

事業展開を勘案すれば、規制対象とする行為をワン切りに限定せず、迷惑通信全般

を対応策の検討対象として予め想定される迷惑通信について規制を加え、「いたち

ごっこ」を出来る限り事前に避けるべきとの考えもあり得る。しかしながら、一方

で通信の自由、利用者の創意工夫による多彩な電気通信利用の発展を尊重する観点

からは、新たな利用形態について事前に発信規制を行って芽をつむことは適当でな

いと考えられる。したがって、ひとまずは送り手の自由に委ね、迷惑通信により受

信側の不都合が生じ何らかの対策を行うべき社会的必要性が発生した場合には速

やかに対策を講じることが適切である。このため、本節では基本的にワン切りへの

対応策について検討するが、ワン切り以外の迷惑通信への対策については、今後と

も適時適切な検討を行っていくことが必要である。16 

 
(２) 考えられる対応方策 

 

ア 発信側に着目した契約約款等による措置 

ワン切りにより発信側に生じている重大な問題としては、電気通信ネットワーク

の輻輳がある。ＮＴＴ東日本・西日本では、ワン切りによる輻輳を避けるため電気

通信ネットワークの通信量を監視し、必要な場合には利用中止等の措置を講じてい

るが、こうした措置をより効率的、効果的に行っていく必要がある。 
 

このため、電気通信事業者において、機械的不完了呼を生じさせる機器を回線

に接続しようとする利用者17に対して事前の報告を求めること等により、機械的不

完了呼を生じさせるおそれの高い加入者回線を把握する方策が考えられる18。こう

                                                  

 

16 今般社会問題化しているワン切りは、上記のとおり、コンピュータを活用した電話の利用を前提として

いるが、今後、ＩＰ化に伴い定額制の電話サービスが普及すれば、ワン切りに限らず機械的な大量発信

行為が行いやすくなり、これによる電気通信ネットワークの障害もより発生しやすくなることが想定さ

れる。今後、迷惑通信に対するさらなる対応策を検討する場合には、かかる電気通信ネットワーク障害

防止の観点も踏まえ、十分な検討を行う必要があろう。 
17 ワン切りの他にも電話番号クリーニングを行う者や人気イベントのチケットを大量に獲得する目的で

特定の電話番号に装置等を用いて繰り返し電話をかけるチケットゲッターといわれる者が構造的に大量

の不完了呼を発生させる利用者として挙げられる。 
18 今回の検討の対象とされる機械的不完了呼に対して、発信側において不完了呼による輻輳を回避する観

点からの技術的に対応する方法として、発信者に対して電気通信役務を提供している電気通信事業者に

おいて発信呼数をカウントし、不完了呼の数あるいは発信間隔が電気通信設備に危険を生じさせるよう

な一定の閾値を超えた時点で自動的に回線を停止する機能を加入者交換機に付加することが考えられる。

18 



することで、輻輳を生じさせるおそれの高い機器の接続を拒否することが可能と

なる上、輻輳が発生することを避ける観点から、その利用者の利用に関し一定の

制約を契約の上で定めることも公平な取扱いに反しない限りは可能であろう。さ

らに、仮に輻輳の危険が生じた場合に、原因となっている機械的不完了呼を発し

ている回線を速やかに割り出すことが可能となり、すべての回線をモニターする

必要性も薄れることから、コストが幅広い受信者に転嫁されることも避けられよ

う。19 
 

したがって、発信側の電気通信事業者側の措置として、上述の点を約款等に盛

込むことを検討する必要がある。なお、その際には、報告を行った者から回線の

継続的なモニター等に要する費用相当額を料金として徴収することも考えられる

が、この点については料金水準が妥当であるか、多様な電気通信の利用の発展を

阻害しないかといった点について十分に検討することが望まれる。20 

 

イ 着信側に着目した契約約款等による措置 

着信側に着目した技術的な対応としては、受信者がワン切りを受信することによ

り迷惑あるいは苦痛を感じたりしていることにかんがみ、受信者側の希望でその受

信に伴う不都合を回避することができるよう対応することが望まれる。 

 

(ｱ) 受信者端末による技術的対応 

受信者端末の機能として、短時間の着信の場合には、着信音を鳴らさないよう

にしたり、着信保留時間を端末の画面上に明示したりする機能が加えられるよう

になってきており、受信そのものによる平穏な生活の妨害に対する防御策として

は有効であると考えられる。今後、こういった機能をさらに拡充するとともに利

                                                                                                                                                  
しかしながら、すべての加入者回線について、発信呼数をカウントして一定の閾値を超えた場合に切断

する機能を交換機に付加する場合には、膨大なコストが生じることが予想されるだけでなく、輻輳の危

険性が機械的不完了呼だけではなく複数の原因が相まって生じているような場合に、その閾値をどのよ

うにして定めるかという困難な問題が生じる。したがって、ワン切り対策としては、このような対応は

現実的とはいえない。 
19 この方策に関しては、報告があったときにいかなる場合にサービスの提供を拒否することができるかが

問題となる。電気通信事業者が恣意的に可否を判断する場合には、電気通信事業法第７条に定める利用

の公平に反するおそれがあり、また、第一種電気通信事業者が、正当な理由なく恣意的にサービスの提

供を拒む場合には、同法第３４条違反の問題も生じてくることになる。しかしながら、逆にいかなる場

合も拒むことができないとすると、輻輳を生じさせる危険性の高い機器であることが明白である場合に

もサービスを提供せざるを得ないということになり、妥当ではない。同法第３４条にいう「正当な理由」

は、自己の電気通信ネットワークを保全するために必要やむを得ない事由があるような場合に役務提供

を拒否することができることも含んでいると解され、この範囲で電気通信事業者が約款に基づき役務提

供を拒否しても、電気通信事業法との抵触の問題は生じないと解される。 
20 また、報告を受けた場合の取扱に関しては、受信者の迷惑防止の観点から、ワン切りのように受信者端

末に発信者番号を着信させる類型の不完了呼を生じさせる場合とそれ以外の場合とを区別して扱うこと

が相当であろう。 
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用者に対して周知することが必要である。また、すべての利用者が自らの受信者

端末の機能を理解して使いこなすのは困難であることから、より簡便な操作方法

が実装されることも望まれる。 

 

(ｲ) 約款等による対応 

受信者に対して電気通信役務を提供している電気通信事業者において、受信者

からのワン切り一般について受信を拒否するとの意思表示に基き、ワン切りを発

信している蓋然性が高い回線からの呼について交換機で受信するなどの方法に

よりブロックする方法が考えられる。この方法によれば各受信者がブロックすべ

き電話番号を設定しなくても、ワン切りの受信を防止することができるので、一

定の効果が期待できることから、その導入について検討していく必要がある。 
 

この方法では、いかなる方法によって受信ブロックの対象となる回線を特定す

るのかという問題が生じる。この点については、例えば、一定の数を超える受信

者からワン切りに利用されている番号である旨の申告があった電話番号につい

てブロックするという方策が考えられよう。また、ワン切り以外の呼までブロッ

クする扱いにならないよう、ブロックする番号の公正さをどのようにして確保す

るかも問題となるが、ブロックすべきとされる番号を公表して当該番号の利用者

からの反論の機会を与えることや、その公正さを調査する第三者機関の設置など

を検討していく必要がある。21 

 

ウ ワン切りに対する課金 

現状では、不完了呼については課金されない制度となっているため、ワン切り業

者は、それを逆手にとってコールバックがなされることを期待して不完了呼を大量

発信しているものである。このため、不完了呼について課金をすることとし、発信

行為に現在以上のコストを要するようにすれば、ワン切りを行う者の事業が採算ベ

ースに乗らず成り立たなくなるとも考えられる。 
 

具体的には、受信者から発信者の電話番号を指定して求めがあった場合に、受信

側の交換機において、受信者の端末まで信号が到達する前に交換機側で着信の措置

をとることが考えられ、この方策は既に一部の移動体電気通信事業者において１０

月中にも導入が予定されているところである。ワン切り対策として一定の効果が見

込まれるため、実際の効果を見つつ他の事業者においても採用する方向で検討する

ことが望まれる。22 

                                                  

 

21 受信者に対して電気通信役務を提供している電気通信事業者において、通信記録を機械的に解析して回

線を特定するという方法も考えられるが、通信の秘密の保護との関係で慎重な検討を要する。 
22 なお、発信側の交換機において発信呼数をカウントし、不完了呼が一定量以上になった場合には不完了

20 



 

エ 制度的対応 

以上の措置により、ワン切り行為による電気通信ネットワークの輻輳や受信者側

に生じる迷惑に対して抑止効果が期待される。 
 

一方で、これらの措置に一定の限界があることも指摘できる。すなわち、受信者

側の端末や電気通信ネットワークでブロックする方策では、個々の受信者のニーズ

にきめ細かく対応することが可能ではあるが、ワン切りのように多くの事業者が存

在すると見られ、また、当該事業者の使用する電話番号が頻繁に変更される場合に

は、効果が限定的とならざるを得ない。また、発信者側での措置についても、すべ

ての発信者をもれなくモニターしていくことは、実際上困難であり、ワン切りを発

信すること自体を止めさせることはできないであろう。ワン切り行為は、社会・経

済のインフラである電気通信ネットワークに対して障害が発生する危険性を生じ

させ得る点については特に悪質であると考えられ、ワン切りを対象とした新たな制

度的対応を行うことについても検討する必要がある。 

 

(ｱ) 端末設備等規則の改正 

現行の端末設備等規則第１１条第３号及び第３４条の３第２号においては、同

一の相手方に対して３分間に２回（あるいは連続１５回）を超えて自動再発信を

する機能を有してはならないとされ、これに違反した場合には、電気通信事業者

は接続を拒否することができることとされている（電気通信事業法第４９条）。

ワン切りは１回ごとに異なる相手方に対して発信されるものであることから、ワ

ン切りによる大量発信を回避するためには、この端末設備等規則を改正して、異

なった相手方に対して一定以上の大量発信を行う機能を有する機器についても

規制の対象とすることが考えられ、この点に関し検討することが必要である。 
 

なお、一般に端末設備等規則の改正にはＷＴＯ通報等の手続が必要であって一

定の期間を要する他、当該規則改正が実効的に適用されるのは、改正規則の施行

後に製造された端末設備のみであるため、規制の効果が生じるまでに一定の時間

を要すると考えられるが、不完了呼による電気通信ネットワークの輻輳に対する

中期的な対策としては一定の効果があると考えられる。 

 

(ｲ) 有線電気通信法の解釈の明確化 

                                                                                                                                                  
呼に対して課金を行うという措置を取ることも考えられる。しかしこのような措置に対しては、仮に課

金の根拠が設備に対して負荷をかけていることであると整理するとしても、国際的にも不完了呼に対し

て課金を行うことが一般的とはいえない現状のもとで幅広い理解が得られるか疑問であること、課金を

行うための設備投資がかさむこと等の問題点があり、直ちに導入することは困難であろう。 

21 



有線電気通信法第１３条には有線電気通信妨害罪23が規定されており、有線電

気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者について罰則を課

しているため、ワン切り発信を大量に行い、電気通信ネットワークの機能を低下

させる行為について、同条の適用があるかどうかが問題となる。同罪は故意犯で

あるために、これが成立するためには、行為者において、自己の行為が有線電気

通信設備の機能に障害を与えて通信の妨害のおそれを生じさせるものであるこ

とを認識して行う必要がある。また、現行条文の規定がワン切りにより大量の不

完了呼を発信する行為についても適用されるか否かは文言上必ずしも明確でな

いともいえる。 
 

ワン切りで大量の不完了呼の発信を行うことは通常の電話利用の方法ではあ

り得ないものであり、未必的にではあれ自己の行為が有線電気通信設備の機能に

障害を与えることの認識を有していると判断される場合もあると考えられる。ま

た、大量の不完了呼を発信する行為であっても電気通信ネットワークの機能障害

を引き起こすような行為であれば「その他有線電気通信設備の機能に障害を与

え」た場合に該当するものと解される。したがって、ワン切りによって電気通信

ネットワークに輻輳の危険性を生じさせたときであって、未必的であっても電気

通信ネットワークの機能障害についての認識を有している場合については故意

が認められ、現行の有線電気通信法第１３条を適用することが可能であると考え

られる。 
 

以上のことをより明確化するために、同条の実行行為の類型としてワン切り行

為が含まれることを条文の文言上明らかにし、適用を容易にすることも考えられ

よう。ただし、こうした措置を行ったとしても、ワン切りにより輻輳を生じさせ

ても、自己の行為が「機能に障害を与え」る行為であるとの認識（故意）まで認

められない場合も想定され、ワン切りによる電気通信ネットワークの輻輳のすべ

てについて同条の適用があると考えるのは困難であろう。24 

 

(ｳ) 役務提供義務の明確化 

いったんワン切り行為によって電気通信ネットワークの輻輳のおそれを生じ

させた者について、そのおそれが除去されていないような場合には、再度輻輳の

おそれを生じさせる蓋然性が高いといえる。そのような場合には電気通信役務の

                                                  
23 有線電気通信法第１３条 

有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有

線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
24 なお、ワン切りと外形的に同様の行為によりサイバーテロとして電気通信設備に障害を与える場合には、

有線電気通信妨害罪が成立すると考えられる（法定刑は５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金）。 
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提供を拒否しても正当な理由がある場合として許容されると解される。したがっ

て、そのような利用者については、契約が存続している間であっても、輻輳を生

じさせるおそれが除去されていないと認められることを理由として電気通信役

務の提供を拒んでも、電気通信事業法第３４条にいう「正当な理由」に該当し、

役務の提供義務が免除される場合として許容されると解されよう。さらに、いっ

たん契約関係が消滅した後に再度契約の申込みを受けた場合であっても、以前に

輻輳のおそれを生じさせ、そのおそれが除去されていないと認められるような場

合には、契約締結を拒否しても、同様に正当な理由がある場合として許容される

と解されよう。 
 

平成１４年７月末の大阪での輻輳の発生を受け、ＮＴＴ東日本・西日本等にお

いてこうした内容を含む約款を定めているところであるが、当該約款の適法性を

担保するとともに、他の発信側の第一種電気通信事業者が自主的に適切な措置を

講じることを容易にするため、法律において上記の趣旨を明文上規定することを

検討する必要がある。ただし、このような規定を設けたとしてもあくまで電気通

信事業者による自主的な措置を後押しするだけの効果にとどまるものであり、ワ

ン切りの抑止という点での実効性には限界があると考えられる。 

 

(ｴ) ワン切り行為そのものに対する規制の新設 

以上述べてきた措置は、ワン切りによる電気通信ネットワークの障害を避ける

ためにそれぞれ一定の効果があると考えられるが、各項で述べたとおりそれぞれ

その効果には限界があり、これらの措置だけでは抜本的な対策とはならないとい

える。このため、ワン切りの発信に対して直接の法的規制を加える措置について

検討を進める必要がある。 
 

ワン切りに対して規制を行うことは、ワン切り業者の電気通信の利用あるいは

営業活動に対して一定の制約を課すものではある。しかし、ワン切りはこれを受

けた受信者が有料番組の電話番号と知らずに電話をかけてくることを期待して

行われており、いわば受信者を誤導する行為である。このため、対立利益との関

係では、場合によってこれを禁止するような措置を講じたとしても問題が少ない

ものと考えられる。 
 

ワン切りにより、それを受信した個々の受信者の生活の平穏が害されるだけで

なく、このような誤導的な行為が電気通信を用いて広く行われると、国民は常に

用心しながら電気通信を利用しなければならないことになる。さらに、特に問題

となるのは、ワン切り行為によって不完了呼の大量発信が行われる場合には、電

気通信ネットワークに過度の負荷をかけ、輻輳の危険を生じさせることがあると

いう点である。すなわち、国民生活にとって不可欠のインフラである電気通信ネ
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ットワークの安全と円滑な運用を維持する上で、ワン切りは大きな脅威となり得

ると考えられる。 
 

以上の観点から、ワン切りのために不完了呼を発信する行為について規制を加

え、一定の場合に罰則を課すことについても検討する必要がある。その際には、

規制が通信の利用のあり方に関わる問題であることから、行き過ぎた規制になる

ことを避ける必要があり、現在問題が顕在化しているワン切りに限定して規制を

行うようにすることが必要である。また、営利事業を営む者以外の者が行うワン

切りについては、類型的に電気通信ネットワークに対する脅威となり得るもので

はないと考えられるし、他の保護法益との関係で微妙な問題を含むことになるの

で、規制の対象から外すことが相当であろう。25 
 

以上を踏まえつつ、ワン切りに関する規制を設けることについて検討する必要

がある。具体的な内容としては、①規制されるべき主体としては、営利事業を営

む者を対象とし、②あらかじめ同意を得ていない相手方に対し、通話の開始を目

的とせずに多数の者に対して自動的に電話をかけることを可能とする装置を用

いるなど、通信の妨害の危険を生じさせるおそれのある方法で電話をかけて多数

の相手方に電話番号を受信させる行為について規制の対象とし、一定の罰則を課

すという方法が考えられる。このような規制を設けることにより、機能の障害や

それに対する認識を欠く場合など有線電気通信妨害罪を適用することが困難な

場合であっても、ワン切りによる通信妨害について措置することが可能となり、

ワン切りに対する抑止効果がもたらされるであろう。 

 

                                                  
25 他方、ワン切りによって生じる問題は、ワン切りを行う業者の業種や業態によって変わるものではない

ので、営利事業を営む者が行う行為については、業者の業種や業態を問わず規制の対象とする必要があ

ると考えられる。 
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おわりに 

 

本研究会は、１ヶ月強の限られた時間の中で、社会問題化しているワン切りについて、

取り得る対応策の検討を行ったものであり、今後本研究会の検討成果が関係者の取組に

速やかに生かされることを期待するものである。 
 

また、ワン切りの問題は国民生活の基礎的なインフラたる電気通信ネットワークに障

害を発生させたことから、特に大きな社会問題としてクローズアップされたものである。

電気通信ネットワークへの脅威となる事象はワン切りに限らず多様なものがあり、こう

した事象から電気通信ネットワークを保護していくことは、今後の高度情報通信ネット

ワーク社会の発展を図る上で極めて重要である。本研究会では時間の制約もありこうし

た検討を行うことはできなかったが、今後、別の場において総合的な検討が進められる

ことを望むものである。 
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